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１ 招集告示 

福島県後期高齢者医療広域連合告示第２号 

 

令和８年第１回福島県後期高齢者医療広域連合議会定例会を次のとおり招集する。 

 

令和８年１月１３日 

 

福島県後期高齢者医療広域連合長  馬 場  雄 基 

 

１ 日 時  令和８年２月９日（月）午後２時 

２ 場 所  福島市杉妻町３番４５号 

杉妻会館 ３階 「百合」 

 

２ 招集年月日 

令和８年２月９日（月曜日） 

 

３ 招集の場所 

杉妻会館 ３階 「百合」 

 

４ 会議の時刻 

令和８年２月９日（月曜日） 午後１時４８分開会、午後２時３０分閉会 

 

５ 応招議員 

７番 坂本 浩之 君 ８番 大堀 武  君 ９番 清川 雅史 君 

１０番 佐藤 暸二 君 １１番 杉本 智美 君 １２番 本多 勝実 君 

１３番 髙橋 道也 君 １４番 角田 真美 君 １５番 五ノ井 義一 君 

１６番 吉田 義則 君     

 

６ 不応招議員 

１番 椎根 健雄 君 ２番 内田 広之 君 ３番 遠藤 忠一 君 

４番 須田 博行 君 ５番 佐藤 淳一 君 ６番 髙橋 廣志 君 

 

７ 出席議員 

「５ 応招議員」に同じ。 

 

８ 欠席議員 

「６ 不応招議員」に同じ。 
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９ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

広域連合長 馬場  雄基 君 副広域連合長 髙橋  宣博 君 

会計管理者 木村  佳子 君 事務局長 本田  博進 君 

事務局次長 泉   志保 君 総務課長 中野  敬一 君 

業務課長 鈴木  武志 君   

 

１０ 議事日程 

日程第 １ 諸般の報告 

日程第 ２ 議席の指定 

日程第 ３ 会議録署名議員の指名 

日程第 ４ 会期の決定 

日程第 ５ 議案第１号から第７号の提出 

日程第 ６ 提案理由の説明 

日程第 ７ 議案第 １号 福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の

一部を改正する条例 

日程第 ８ 議案第 ２号 福島県後期高齢者医療広域連合特別職の職員等の報酬及び費用

弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

日程第 ９ 議案第 ３号 福島県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例

の一部を改正する条例 

日程第１０ 議案第 ４号 福島県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例の一部を改正する条例 

日程第１１ 議案第 ５号 令和７年度福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別

会計補正予算（第３号） 

日程第１２ 議案第 ６号 令和８年度福島県後期高齢者医療広域連合一般会計予算 

日程第１３ 議案第 ７号 令和８年度福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別

会計予算 

 

１１ 本日の会議に付した事件 

「１０ 議事日程」に記載のとおり。 

 

１２ 会議の経過 

（午後１時４８分） 

(1) 開会及び開議の宣告 

議長（清川 雅史君） ただいま出席議員が定足数に達しておりますので、これより「令和８年

第１回福島県後期高齢者医療広域連合議会定例会」を開会いたします。 

ご報告いたします。 

椎根 健雄君、内田 広之君、遠藤 忠一君、須田 博行君、佐藤 淳一君、髙橋 廣志君

より、欠席の届がありました。 

直ちに本日の会議を開きます。 
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(2) 諸般の報告 

議長（清川 雅史君） 日程第１「諸般の報告」を行います。 

７月に開催した令和７年第２回議会定例会以降に、議員の異動がありましたので報告いたし

ます。 

令和７年９月２７日に、内田 広之君が任期満了となりました。 

これにより令和７年９月１２日告示の補欠選挙が執行され、内田 広之君が再選されました。 

また、令和７年１１月２５日付けで、髙玉 良一君より辞職願が提出され、同日これを許可

しました。 

これにより令和７年１２月１７日告示の補欠選挙が執行され、杉本 智美君が当選されまし

た。 

 

(3) 議席の指定 

議長（清川 雅史君） 次に、日程第２「議席の指定」を行います。 

会議規則第４条第１項の規定により、今回、補欠選挙において当選された内田 広之君の議

席を２番、杉本 智美君の議席を１１番に指定します。 

 

(4) 会議録署名議員の指名 

議長（清川 雅史君） 次に、日程第３「会議録署名議員の指名」を行います。 

会議規則第７３条の規定により、会議録署名議員に、７番 坂本 浩之君、１６番 吉田 義

則君を指名いたします。 

 

(5) 会期の決定 

議長（清川 雅史君） 次に、日程第４「会期の決定」を議題といたします。 

本定例会の会期は、本日１日間とし、会期中の日程につきましては、議事日程のとおりとす

ることに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（清川 雅史君） 異議なしと認めます。 

よって、会期は、本日１日間と決定いたしました。 

  

(6) 議案第１号から第７号の提出 

議長（清川 雅史君） 次に、日程第５「議案第１号から第７号の提出」を行います。 

ただいま、広域連合長から議案の提出がありました。 

議案は先にお渡ししておりますので、ご了承願います。 

 

(7) 提案理由の説明 

議長（清川 雅史君） 次に、日程第６「提案理由の説明」を行います。 

広域連合長より、提案理由の説明を求めます。広域連合長。 

広域連合長（馬場 雄基君） 本日、ここに、令和８年第１回福島県後期高齢者医療広域連合議
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会定例会を招集しましたところ、ご参集を賜り、厚く御礼申し上げます。 

提案理由に先立ちまして、後期高齢者医療制度に関し、広域連合長として制度運営に対する

所信を申し上げ、ご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

後期高齢者医療制度は、平成２０年４月の制度創設以来１８年が経過しようとしています。

高齢者の皆様が安心して医療を受けられる制度として、構成市町村のご協力のもと、適正な運

営に努めてきました。 

本年は、いわゆる団塊の世代がすべて７５歳以上となり、後期高齢者の割合が一段と高まる

中、医療費の増加が引き続き見込まれております。こうした状況を踏まえ、その負担能力に応

じて公平に医療保険制度を支え合うという観点から、令和８・９年度には、医療分の保険料賦

課限度額が現行の８０万円から８５万円へ引き上げられる予定であり、制度の持続可能性を確

保するための対応が進められております。 

加えて、高齢化の進展や医療の高度化、高額な薬剤の普及等により、高額療養費制度の給付

額も年々増加しており、現役世代を中心とした保険料負担が増大しています。すべての世代の

保険料負担の公平性確保と軽減を図るため、政府においては負担限度額の見直しを含め、高額

療養費制度全体のあり方が引き続き検討されており、その動向を注視しているところです。 

次に、出産や子育てをめぐる支援については、国において制度の整理・強化が進められてお

ります。出産育児支援金をはじめとする既存の支援策に加え、次世代育成を社会全体で支え合

う仕組みとして「子ども・子育て支援金制度」が創設され、関連施策の財源として令和８年度

から導入されるものです。後期高齢者医療制度においても、令和８年度以降、被保険者の保険

料に反映される見込みです。制度の趣旨を踏まえ、子育て世代のみならず、すべての世代が支

え合い、安心して子どもを産み育てられる社会の実現に向けた新たな仕組みとして、適切に対

応してまいります。 

また、こうした制度改正による保険料への影響についても十分に精査し、被保険者の負担が

急激に増加することのないよう、慎重な配慮のもと保険料率の算定を進めてまいります。 

次に、「マイナンバーカードと保険証の一体化」については、令和６年１２月２日より被保

険者証の新規交付を停止し、申請不要の「資格確認書」を交付する暫定的な運用を令和８年７

月まで継続しております。令和８年８月以降の取扱いについては、現在、国において審議会等

を通じて検討が進められており、制度変更による被保険者の混乱を防ぐため、市町村と連携し

ながら、引き続き丁寧な周知・広報に努めてまいります。 

また、東日本大震災に伴う避難指示区域等における被保険者に対する保険料や一部負担金の

減免措置については、令和５年度より段階的な見直しが進められております。令和７年度から

は一部地域において一部負担金の免除が終了となっていることから、対象者に丁寧に説明し、

ご理解を得られるよう引き続き取り組んでまいります。 

次に、健康の保持・増進に向けた取り組みについては、第３期データヘルス計画に基づき、

着実に施策を推進しております。計画は６年間の期間であり、令和８年度は中間評価および計

画の見直しを実施する年度となります。すべての市町村において「高齢者の保健事業と介護予

防の一体的実施」に取り組んでおり、加えて、オーラルフレイル予防強化の一環として、歯科

口腔健康診査の対象に７５歳到達者に加え、８０歳到達者を追加して実施しています。 

一方で、これらの取り組みをより効果的に進めるためには、健診受診率の向上が不可欠であ
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り、今後も受診勧奨の強化を通じてさらなる向上を目指してまいります。 

次に、医療費の適正化については、引き続き、医療機関からの請求内容の点検や交通事故等

による第三者行為求償の徹底を図るほか、ジェネリック医薬品の使用促進、被保険者への医療

費通知等を通じて、被保険者の理解と協力のもと、適正な医療給付の実現に取り組んでまいり

ます。 

以上、後期高齢者医療制度についての一端を申し上げましたが、今後も、健全な財政運営と

医療保険制度の安定的な運営を図り、高齢者の皆様が安心して医療を受けられるよう努めてま

いりますので、関係各位のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

次に、本定例会に提出いたしました案件について申し上げます。提出いたしました案件は、

条例に係る議案が４件、予算関係の議案が３件、合わせて７件であります。 

「議案第１号 福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正

する条例」は、令和８年度及び令和９年度における保険料の所得割率、均等割額、賦課限度額、

軽減判定所得等を定めるため、所要の改正を行うものです。 

「議案第２号 福島県後期高齢者医療広域連合特別職の職員等の報酬及び費用弁償等に関

する条例の一部を改正する条例」については、物価変動等に伴う報酬額の改定など、所要の改

正を行うものです。 

「議案第３号 福島県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例の一部を改

正する条例」及び「議案第４号 福島県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関

する条例の一部を改正する条例」については、いずれも引用している法令の改正に伴い、所要

の改正をするものです。 

「議案第５号 令和７年度福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予

算（第３号）」は、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出、それぞれ２,６３１万５千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を、２,６５０億６,６２１万５千円とするものです。 

「議案第６号 令和８年度福島県後期高齢者医療広域連合一般会計予算」は、歳入歳出予算

の総額を、前年比５,６６１万８千円の減額となる１０億７,２５３万８千円とするものです。 

「議案第７号 令和８年度福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算」は、

歳入歳出予算の総額を、前年比９９億８,９９５万９千円の増額となる 

２,７０３億８,３８４万６千円とするものです。 

以上が提出議案の概要となります。 

よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

 

(8) 議案第１号の説明、採決 

議長（清川 雅史君） 次に、日程第７「議案第１号 福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢

者医療に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 

事務局より説明を求めます。事務局長。 

事務局長（本田 博進君）  「議案第１号 福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関

する条例の一部を改正する条例」について説明いたします。 

議案書では３ページからとなりますが、９ページをご覧ください。 

当該条例の改正につきましては、令和８年度及び令和９年度における保険料の所得割率、均
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等割額、賦課限度額、軽減判定所得等の改正を行うものであります。 

 主な内容につきましては、議会運営協議会における報告事項の「令和８・９年度の保険料

率（案）について」において、ご説明した通りです。 

条例の施行日は、令和８年４月１日です。 

変更箇所は、１１ページから２０ページの新旧対照表をご覧ください。 

議案第１号の説明は以上です。 

議長（清川 雅史君） それでは、議案第１号の質疑を行います。 

質疑をなさる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（清川 雅史君） 質疑なしと認めます。 

これより、討論に入ります。 

討論される方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（清川 雅史君） 討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第１号は、これを原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（清川 雅史君） 異議なしと認めます。 

よって、議案第１号は、原案のとおり可決いたしました。 

 

(9) 議案第２号の説明、採決 

議長（清川 雅史君） 次に、日程第８ 「議案第２号 福島県後期高齢者医療広域連合特別職の

職員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 

事務局より説明を求めます。事務局長。 

事務局長（本田 博進君）  「議案第２号 福島県後期高齢者医療広域連合特別職の職員等の報

酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」について説明いたします。 

議案書では２１ページからとなりますが、２４ページをご覧ください。 

当該条例の改正につきましては、物価変動等に伴い、選挙管理委員会及び附属機関の委員へ

の報酬額の改正及びその他所要の改正を行うものです。 

条例の施行日は、令和８年４月１日です。 

変更箇所は、２５ページから２６ページの新旧対照表をご覧ください。 

議案第２号の説明は以上です。 

議長（清川 雅史君） それでは、議案第２号の質疑を行います。 

質疑をなさる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（清川 雅史君） 質疑なしと認めます。 

これより、討論に入ります。 

討論される方はございますか。 
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（「なし」の声あり） 

議長（清川 雅史君） 討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第２号は、これを原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（清川 雅史君） 異議なしと認めます。 

よって、議案第２号は、原案のとおり可決いたしました。 

 

(10) 議案第３号の説明、採決 

議長（清川 雅史君） 次に、日程第９ 「議案第３号 福島県後期高齢者医療広域連合職員の育

児休業等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 

事務局より説明を求めます。事務局長。 

事務局長（本田 博進君）  「議案第３号 福島県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正する条例」について説明いたします。 

議案書では２７ページからとなりますが、３０ページをご覧ください。 

当該条例の改正につきましては、「地方公務員の育児休業等に関する法律」の一部改正に伴

い、部分休業に係る規定を整備するため、所要の改正を行うものです。 

条例の施行日は、令和８年４月１日です。変更箇所は、３１ページから３３ページの新旧対

照表をご覧ください。 

議案第３号の説明は以上です。 

議長（清川 雅史君） それでは、議案第３号の質疑を行います。 

質疑をなさる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（清川 雅史君） 質疑なしと認めます。 

これより、討論に入ります。 

討論される方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（清川 雅史君） 討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第３号は、これを原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（清川 雅史君） 異議なしと認めます。 

よって、議案第３号は、原案のとおり可決いたしました。 

 

(11) 議案第４号の説明、採決 

議長（清川 雅史君） 次に、日程第１０「議案第４号 福島県後期高齢者医療広域連合職員の

勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 
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事務局より説明を求めます。事務局長。 

事務局長（本田 博進君）  「議案第４号 福島県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部を改正する条例」について説明します。 

議案書では３４ページからとなりますが、３７ページをご覧ください。 

当該条例の改正につきましては、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の

福祉に関する法律」の一部改正に伴い、仕事と育児との両立支援制度に関する職員の意向確認

等に係る規定を加えるほか、その他所要の改正を行うものです。 

条例の施行日は、令和８年４月１日です。 

変更箇所は、３８ページから４０ページの新旧対照表をご覧ください。 

議案第４号の説明は以上です。 

議長（清川 雅史君） それでは、議案第４号の質疑を行います。 

質疑をなさる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（清川 雅史君） 質疑なしと認めます。 

これより、討論に入ります。 

討論される方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（清川 雅史君） 討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第４号は、これを原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（清川 雅史君） 異議なしと認めます。 

よって、議案第４号は、原案のとおり可決いたしました。 

 

(12) 議案第５号の説明、採決 

議長（清川 雅史君） 次に、日程第１１ 「議案第５号 令和７年度福島県後期高齢者医療広域

連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）」を議題といたします。 

事務局より説明を求めます。事務局長。 

事務局長（本田 博進君）  「議案第５号 令和７年度福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢

者医療特別会計補正予算（第３号）」について説明します。 

議案書では４１ページからとなりますが、５３ページをご覧ください。 

歳入の主な補正内容を申し上げます。 

表の一番上の項目が記載されておりますが、第３号補正の欄に基づき説明いたします。 

まず、１款 市町村支出金は、１７億１，５６５万４千円の増額です。 

これは、主に、１目の保険料等負担金のうち、保険料が被保険者全体の所得増により、１２

億円余増となったことなどによるものです。 

 ２款 国庫支出金は、１６億２，８３４万６千円の減額ですが、その内訳は、１項 国庫

負担金については、主に、療養給付費負担金が給付見込みの減により２億８，６２３万９千円
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の減となるなど、合計で２億４６３万７千円の減となるほか、２項 国庫補助金については、

普通調整交付金が６億１,４５０万円の減、特別調整交付金が６億５,５４２万９千円の減など、

合計で１４億２，３７０万９千円の減となったことによるものです。 

３款 県支出金は、１，３８１万１千円の減額ですが、これは、給付見込みの減により、療

養給付費負担金が９，５４１万３千円の減となる一方、レセプト１件あたり８０万円を超える

高額医療レセプトの見込み件数の増などにより、高額医療費負担金が８，１６０万２千円の増

となるため、合計で１，３８１万１千円の減額となるものです。 

４款 支払基金交付金は、給付見込みの減により、８億７，６８１万４千円を減額するもの

です。 

７款 繰入金は、補正予算総額の歳入歳出を調整するために、運営安定化基金繰入金に 

７億７，６９６万９千円を増額するものです。 

８款 繰越金は、前年度の療養給付費負担金等の精算に伴う償還額の不足分 

６億４,２８２万８千円について、「２節 その他繰越金」から「１節 療養給付費等繰越金」

へ節間で予算の組替をするものです。  

１０款 諸収入は、雑入として、前年度保険料還付金の超過分の返納分３万３千円を増額す

るものです。 

次に、歳出の主な補正内容を申し上げます。 

議案書の５４ページをお開きください。 

同じく第３号補正の欄をご覧ください。 

１款 総務費は、５９５万４千円の減額ですが、これは、医療費適正化等推進事業及び人件

費などに係る所要見込み額の減によるものです。 

５款 保健事業費は、４，３４８万８千円の減額ですが、これは、高齢者の保健事業と介護

予防の一体的な実施事業などの事業費の額の確定により減額するものです。 

６款 基金積立金は、令和６年度決算の剰余金の額の確定により、５億１，４８５万６千円

を増額するものです。 

８款 諸支出金は、前年度の療養給付費負担金等償還金の精算に伴う額の確定等により、 

６億６，５９１万５千円を増額するものです。 

９款 予備費は、償還金の増額補てん分などと、基金積立金へ振替する令和６年度決算の剰

余金分を合わせて、１１億５，７６８万４千円を減額するものです。 

５２ページにお戻りいただきまして、令和８年度以降にわたる債務負担行為について、記載

の２つの業務を定めるものです。 

議案第５号の説明は以上です。 

議長（清川 雅史君） それでは、議案第５号の質疑を行います。 

質疑をなさる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（清川 雅史君） 質疑なしと認めます。 

これより、討論に入ります。 

討論される方はございますか。 

（「なし」の声あり） 
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議長（清川 雅史君） 討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第５号は、これを原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（清川 雅史君） 異議なしと認めます。 

よって、議案第５号は、原案のとおり可決いたしました。 

 

(13) 議案第６号及び第７号の説明、採決 

議長（清川 雅史君） 次に、日程第１２ 「議案第６号 令和８年度福島県後期高齢者医療広域

連合一般会計予算」及び日程第１３ 「議案第７号 令和８年度福島県後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療特別会計予算」は関連がありますので、一括議題にしたいと思います。 

お諮りいたします。 

一括議題とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（清川 雅史君） 異議なしと認め、一括議題といたします。 

事務局より説明を求めます。事務局長。 

事務局長（本田 博進君）  「議案第６号 令和８年度福島県後期高齢者医療広域連合一般会計

予算」について説明します。 

議案書では５５ページからとなりますが、６８ページをご覧ください。 

一般会計の構成を円グラフで示してございます。 

歳入は、市町村から共通経費として納付される「分担金及び負担金」が 

１０億４，５５０万５千円で、全体の約９７％を占めています。 

歳出は、民生費が９億２，４５３万１千円で、全体の約８６％を占めています。 

続いて、６９ページをご覧ください。 

上の表が歳入、下の表が歳出です。 

主に、表の一番上の項目の「R8 当初予算額①」の欄に基づき説明いたします。 

はじめに、歳入について主なものを申し上げます。 

１款 分担金及び負担金 １０億４，５５０万５千円は、構成市町村からの共通経費負担金

です。 

共通経費所要額は前年度より増額となりますが、控除する令和６年度剰余金である調整額が

前年度より増となるため、対前年比４，７８６万３千円の減となります。 

３款 繰越金 ２，５３０万８千円は、前年度からの繰越金です。 

４款 諸収入 １７２万４千円は、預金利子及び市町村からの派遣職員の、公舎入居家賃自

己負担分などとなっております。 

預金利子の利率上昇などにより、対前年比６０万３千円の増となります。 

続きまして、下の表の歳出でございます。 

１款 議会費 ８５万２千円は、議員１６名の報酬等です。 

２款 総務費 １億３，６７７万３千円は、派遣職員人件費のうち事務局長、次長、総務課
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職員の人件費負担金及び事務局管理運営費等です。 

人事院勧告に基づく人件費の増額などにより、対前年比５１２万１千円の増となります。 

３款 民生費 ９億２，４５３万１千円は、システム運用費や業務課職員の人件費など特別

会計の共通経費分へ充てる繰出金などです。 

特別会計の共通経費に係る費用は前年度より増となりますが、控除する財源のうち令和６年

度剰余金である調整額が前年度より増となるため、対前年度比６，２００万４千円の減となり

ます。 

４款 予備費 １，０３８万２千円は、年度途中における予算の不足や予想外の支出に対応

する際の財源とするものです。 

以上により、合計欄に記載のとおり、歳入歳出予算の総額を、それぞれ対前年比 

５,６６１万８千円減の、１０億７，２５３万８千円とするものです。 

議案第６号の説明は以上です。 

 

続きまして、「議案第７号 令和８年度福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別

会計予算」について説明します。 

議案書では７０ページからとなりますが、９０ページをご覧ください。 

この資料は、令和８年度特別会計における財政の概要で、中央のグラフは歳入、歳出の構成

比率を示しています。 

右側の歳出については、保険給付費が２，６５９億８，８０２万５千円で、歳出全体の 

９８．４％を占めています。 

主な給付についてご説明いたします。 

右端の「保険給付費」の枠をご覧ください。 

「療養給付費」が、２，４８１億２，８９７万円です。 

主な内訳ですが、①療養の給付費２，４２９億２６８万４千円は、医療機関などへ支払う医

療費等です。 

②入院時食事療養費３２億１３４万６千円は、入院時の食事代や生活療養を受けた際に、標

準負担額を超える部分を給付するものです。 

④療養費２０億２，４９３万９千円は、補装具の作製や、柔道整復、針・灸・あんま・マッ

サージの施術などにかかる療養費です。 

次に、訪問看護療養費２２億１，６３１万７千円は、在宅療養されている方が、指定訪問看

護を受ける場合に支給されるものです。 

次に、高額療養費１３７億２４４万１千円は、ひと月の自己負担額が限度額を超えた場合に、

超えた額を支給するものです。 

次に、葬祭費１１億５,３６５万円は、被保険者がお亡くなりになった場合に、葬祭の執行

者に１件あたり５万円を支給するものです。 

次に、下の枠の「その他の支出」ですが、特別高額医療費共同事業拠出金等 

１億４,１４６万２千円は、レセプト１件あたり４００万円を超える高額な医療費の発生によ

る財政リスクを緩和するための共同事業への拠出金等です。 

次に、保健事業費１６億３,２２０万３千円は、健康診査事業や、高齢者の保健事業と介護



12 

予防等の一体的な実施にかかる保健事業を市町村に委託する費用です。 

次に、総務費１１億１，９１８万３千円は、被保険者資格管理費用、療養給付費の支給に係

る事務費、電算処理費、医療費適正化等推進事業などに係る費用です。 

次に、支払基金拠出金１２億２，０８７万６千円は、出産育児支援金などを支払基金に拠出

する費用です。 

続きまして、歳入をご説明いたします。 

グラフの左側をご覧ください。 

歳入の財源として、上から４つ、オレンジ色・黄色の部分は、交付金及び公費負担部分で、

全体の４７．５％となっています。 

上から５つ目の緑の部分は支払基金交付金で、全体の３７.３％となっています。 

そして、被保険者が負担する保険料等、薄水色・水色の部分が全体の１1．０％となってい

ます。 

その他の合計は全体の４．２％となっています。 

それでは、上から順にご説明いたしますので、左端の囲みも併せてご覧ください。 

各表題の色はグラフの色と対応しています。 

まずオレンジ色、国の普通調整交付金２４１億３，７２４万４千円は、広域連合間における

被保険者の所得格差による財政力の不均衡を調整するため交付されるものです。 

次に黄色、国・県・市町村が定率で負担する療養給付費等負担金は、療養給付等にかかる費

用について、国が６２４億９，８３６万２千円を、県と市町村は、それぞれ 

２０８億３，２７８万８千円を負担するものです。 

次に緑、支払基金交付金１,００９億２，５７６万８千円は、現役世代からの支援金として、

支払基金から交付されるものです。 

次に薄い水色、保険料２２２億９，７７５万９千円は、被保険者が納める保険料です。 

次に水色、公費補てん７３億８，７２９万８千円は、低所得者等の保険料軽減分で、県、市

町村が、保険基盤安定負担金として負担するものです。 

次にピンク色、高額医療費に対する支援３６億８，８７０万６千円は、高額な医療費の発生

による財政リスクを緩和する高額医療費負担金、及び、著しく高額な医療費が発生した場合に

交付される特別高額医療費共同事業交付金です。 

次に紫色、原発事故に係る財政支援１９億４３５万円は、原発事故による被保険者の保険料

の減免及び、窓口で支払う一部負担金の免除にかかる費用が国から補てんされるものです。 

次に肌色、運営安定化基金繰入金２０億円は、保険給付、保険料率の調整を図る財源として、

運営安定化基金から繰り入れるものです。 

以上によりまして、ページ中央上部に記載のとおり、歳入歳出予算の総額を、それぞれ対前

年比９９億８，９９５万９千円増の２，７０３億８，３８４万６千円とするものです。 

議案第７号の説明は以上です。 

議長（清川 雅史君） それでは、議案第６号及び第７号の質疑を行います。 

質疑をなさる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（清川 雅史君） 質疑なしと認めます。 
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これより、討論に入ります。 

討論される方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

議長（清川 雅史君） 討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第６号及び第７号は、これを原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（清川 雅史君） 異議なしと認めます。 

よって、議案第６号及び第７号は、原案のとおり認定することに決定いたしました。 

 

(14) 閉議及び閉会の宣告 

議長（清川 雅史君） これで本日の日程は、全部終了いたしました。 

以上で会議を閉じ、令和８年第１回福島県後期高齢者医療広域連合議会定例会を閉会いたし

ます。 

（午後２時３０分） 

 


